諫早市地域包括支援センター総合システム賃貸借
公募型プロポーザル実施要領


１  　目的
諫早市地域包括支援センター総合システム賃貸借に係る公募型プロポーザル実施要領（「以下「本要領」という。）は諫早市（以下「本市」という。）の諫早市地域包括支援センター総合システムを賃貸借するにあたり、公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）を実施し、本市に最も適した諫早市地域包括支援センター総合システムを提案する事業者を選定することを目的とする。

２　　業務概要
（１）業務名
諫早市地域包括支援センター総合システム賃貸借
（２）業務内容
別紙「諫早市地域包括支援センター総合システム賃貸借仕様書」のとおり
（３）業務場所
諫早市役所　　　　　　　　　　　（諫早市東小路町７番１号）
諫早市地域包括ケア推進課　　　　（諫早市宇都町２９番１号）
諫早市中央部地域包括支援センター（諫早市宇都町２９番１号）　　
諫早市北部地域包括支援センター　（諫早市山川町２番１３号）
諫早市西部地域包括支援センター　（諫早市多良見町化屋１８００番地）
諫早市南部地域包括支援センター　（諫早市森山町下井牟田１２３８番地）
諫早市東部地域包括支援センター　（諫早市高来町三部壱５２８番地）
　（４）システム導入後の契約形態
　　　　賃貸借方式（運用保守含む）
　（５）契約種別（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３による）
　　　　長期継続契約
（６）本格運用開始日
　　　令和９年１月２９日（金）までにシステム構築
　　　　令和９年２月１日（月）から本格運用開始
ただし、納期に遅れが生じる場合には、本格運用開始日について別途協議する。
（７）賃貸借期間
　　　　本格運用開始日から５年間（６０ヶ月）とする。
（８）提案上限額
２８，３１１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）
・提案上限額は、賃貸借期間（５年間）における経費（運用保守料含む）とする。
・提案上限額のうち、令和８年度（本格運用開始日から令和９年３月３１日まで）における経費は９４０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。
・本プロポーザルにおける提案時の見積額はこの金額を超えてはならない。ただし、この金額は契約時の予定価格とは異なるものであることに留意すること。
（９）担当窓口（書類提出先、問い合わせ先）
担当部署：諫早市 健康保険部地域包括ケア推進課（健康福祉センター内）
所在地：長崎県諫早市宇都町２９番１号
電話番号：0957-22-1500（内線77-111）
電子メール：hokatsu_care@city.isahaya.nagasaki.jp
　　　
３　　参加資格
本プロポーザルの参加者は、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。
（１）参加申し込み時点において、令和８年度諫早市一般競争（指名競争）入札参加資格者名簿に登録を行っていること。または、諫早市一般競争（指名競争）入札参加資格者相当の資格を有していること。
（２）プロポーザル参加資格の確認時点及びプロポーザル審査結果の通知日までの間において、本市から指名停止の措置を受けていない又は指名停止を受けることとなる事実が確認されていないこと。
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
（４）国税、県税及び市税を滞納していないこと。
（５）過去に、地方自治体（市規模以上）において、同様のシステムの構築実績を有していること。
（６）一般社団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の認証を取得していること。
（７）会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条又は第６４４条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続開始の申立てがなされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社再生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後、更生計画又は再生計画の認可が決定された者を除く。）でないこと。
（８）諫早市暴力団排除条例（平成２４年条例第２０号）第２条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当する者でないこと。
（９）他者の協力を提案に含む場合、当該事業者が上記（１）から（８）の資格要件の全てを満たしていること 。

４　　スケジュール　※各日程については、変更が生じる場合もあるので注意すること。
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５　　参加方法
　　　プロポーザルへの参加を希望する者は、次の通り参加申込書等を提供すること。
（１）提出書類（各１部）
　　　　令和８年度 諫早市一般競争（指名競争）入札参加資格者名簿に登録を行っている場合はア～オの資料を、登録を行っていない場合は全ての資料を提出すること。
ア　公募型プロポーザル参加申込書（様式第１号）
イ　参加資格に関する申立書（様式第２号）
ウ　企業概要書（様式第３号）
エ　受注実績調書（様式第４号）
オ　プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の認証取得を証する書類の写し
カ　納税証明書
	市税
	・令和８年４月１日以降に発行されたもの。
【市内業者・準市内業者】
・諫早市内に本社(本店)、支店又は営業所等を有する方は、「諫早市税の滞納がないことの証明書」を提出してください。
※納税証明書交付申請書（様式第５号）により債権管理課（本庁舎３階）で証明書を発行してください。なお、納付して間もない場合は、法人市民税と市県民税（特別徴収）の領収書をご持参ください。
※代表者以外の方が申請する場合には委任状が必要となりますので、併せてご持参ください。
・個人事業者は、事業主本人の市区町村民税に係る納税証明書を提出してください。
【市外業者】
・本社（本店）及び支店、営業所等が諫早市外の場合は、本社（本店）の市区町村民税にかかる納税証明書を提出してください（東京 23 区の法人は都民税）。
・個人事業者は、事業主本人の市区町村民税に係る納税証明書を提出してください。

	国税
	・令和８年４月１日以降に発行されたもの。
・税務署発行の納税証明書を提出してください。
※法人は納税証明書「その３の３」(法人税及び消費税)
※個人は納税証明書「その３の２」(所得税及び消費税)
・非課税業者の場合は、その旨申し出てください。


キ　商業登記簿謄本または代表者の身分（身元）証明書 
※法人の場合は、令和８年４月１日以降に所轄法務局が発行した履歴事項
全部証明書で、現状と相違ないもの。
※個人事業者の場合は、令和８年４月１日以降に代表者の本籍の市区町村が発行した身分（身元）証明書で、現状と相違ないもの。日本国籍を有しない場合は、「住民票（国籍及び在留資格記載のもの）」を提出してください。
ク　委任状（様式第６号）（支店等に参加手続き等の委任を行う場合）
※本社（本店）が諫早市外にあり、本委任状に記載された権限を代表者から支店長等に委任する場合は、提出してください。
※委任者は、実印を押印してください。
※受任者は、支店長之印又は営業所長之印など表示のある職印（若しくは個人印）を押印してください。
ケ　使用印鑑届（様式第７号） 
※実印及び使用印を押印してください。
※上記「委任状」がある場合は、受任者印を使用印としてください。
※使用印は社印ではなく、代表者之印や支店長之印など、表示のある職印（若しくは個人印）を押印してください。
コ　印鑑証明書
※法人の場合は本社（本店）の所轄法務局、個人事業者の場合は住所地の市区町村が、令和８年４月１日以降に発行したものを提出してください。
サ　営業所等一覧表（様式第８号） 
※本社（本店）を含め、全ての営業所（事業所）を記入してください。営業所（事業所）がない場合は、提出する必要はありません。
※様式で定めた項目等を含めたものであれば、申請者において作成された類似一覧表の提出でも可です。
シ　決算書類 
 　＜法人の場合＞
 　・申請時直前２か年分の損益計算書及び賃借対照表
 　・利益処分計算書又は株主資本等変動計算書の写し
 　＜個人の場合＞
 　・申請時直前２か年分の所得税の確定申告の写し
 　・青色申告決算書の写し（青色申告の方のみ）
 　・収支内訳書の写し（白色申告の方のみ）
（２）提出期限
令和８年６月５日（金）必着
（３）提出場所
　　　〒８５４－００６１　諫早市宇都町２９番１号（健康福祉センター内）
諫早市 健康保険部 地域包括ケア推進課
（４）提出方法
持参又は郵送（提出期限必着）
※持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時までに提出すること。
（５）結果通知
参加資格の審査結果については、令和８年６月１２日（金）までに参加申込を行った全ての事業者に対して通知を発送する。 
※通知発送日と同日に電子メールでも通知する。
６　　質疑
質疑は次の方法によるものとし、電話や口頭での質問は受け付けない。
（１）提出書類：質問書（様式第９号）
（２）提出方法：電子メールに限る。
電子メールアドレス：hokatsu_care@city.isahaya.nagasaki.jp
※件名は次のとおりとすること。
【地域包括支援センター総合システム賃貸借_質問】事業者名
※電子メールの到達を電話で確認すること。（電話番号：0957-22-1500）
（３）受付期限
 　　 　令和８年６月５日（金）１７時まで（必着） 
（４）回答
 　　 　令和８年６月１２日（金）までに、参加資格を有する事業者全員に送信する。

７　企画提案書等の提出
　（１）提出書類
　　　ア　企画提案書（任意様式）　正本１部、副本１０部
　　　　　※企画提案書に最低限記載する事項
　　　　　　①事業者の会社概要、最寄り支店の概要
　　　　　　②業務遂行体制
　　　　　　③導入スケジュール
　　　　　　④導入システムの特長
　　　　　　　・業務改善にどのような効果があるかについて記載すること。
　　　　　　⑤導入するシステムの機能について
　　　　　　　・各業務の機能についてシステム概要を記載すること。
　　　　　　　・地域包括支援センターの主要業務である様々な相談対応や権利擁護（虐待等）について、記録管理を含めどのような機能があり、それが業務改善にどのような効果があるか記載すること。
　　　　　　⑥各種システムとの連携機能（データの送受信・データの取込）
　　　　　　　・ケアプランデータ連携システムに対応しているか記載すること。
[bookmark: _GoBack]　　　　　　　・住民基本台帳情報、介護保険認定情報等の取り込みについて記載すること。
　　　　　　⑦既存システムからのデータ移行
　　　　　　　・移行するデータ項目、移行する範囲（以前のケアプランなど過去履歴はどこまで移行対象か）、正確に移行できたか確認する方法について記載すること。
　　　　　　⑧セキュリティ対策及びデータのバックアップ
　　　　　　　・セキュリティ対策及びデータのバックアップ機能について記載すること。
　　　　　　⑨システム保守体制
　　　　　　　・システム障害、機器修繕などの事態に対して、迅速に対応するための方策について記載すること。
　　　　　　　・法改正、制度改正時のシステム改修について記載すること。
　　　　　　⑩サポート体制（サポート窓口、操作説明など）
　　　　　　　・サポート窓口への問い合わせについて、電話やメールなどどのような問い
合わせ方法が用意されているかについて記載すること。
イ　機能要件回答書（様式第１０号）　正本１部、副本１０部
ウ　提案見積書（様式第１１号）　正本１部
※代表者印必須
　　※賃貸借期間（本格運用開始日から５年間）における経費（運用保守料含む）を記載すること。
エ　提案見積内訳書（任意様式）　正本１部
　　※令和９年度以降に発生する経費を分けて記載すること。
（２）提出期限
令和８年６月１９日（金）必着
（３）提出場所
〒８５４－００６１ 諫早市宇都町２９番１号
諫早市 健康保険部　地域包括ケア推進課（健康福祉センター内）
（４）提出方法
持参（土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前９時から午後５時）又は郵送（配達証明付書留郵便に限る）とし、提出期限までに必着とする。
（５）その他
企画提案書等の提出は、１者につき１提案までとする。

８　　審査
（１）審査主体
提案内容についての審査は、「諫早市地域包括支援センター総合システム賃貸借プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）」が行う。選定委員は、企画提案の内容について公平かつ適正な評価を行う。
（２）審査の方法
企画提案書等によるデモンストレーション審査、プレゼンテーション及び質疑応答による審査を実施し、「審査評価基準（様式第１２号）」に基づき評価点を算出する。
（３）デモンストレーション審査
ア　実施日時：令和８年６月２５日（木）（※時間は別途通知する。）
イ　実施場所：諫早市健康福祉センター
ウ　実施要領
　・地域包括支援センター職員に対して、提案するシステムを試用させるデモンストレーションを行う。評定結果は、選定委員会委員に通知するものとする。
・使用する機材等については、スクリーンとプロジェクターは本市が準備し、パソコン及びその他必要な機材等は原則事業者が準備すること。
・参加者数次第で追加日を設ける場合あり。
（４）プレゼンテーション審査
ア　実施日時：令和８年６月２６日（金）～令和８年６月３０日（火）のうちの１
　　日（※時間は別途通知する。）
イ　実施場所
諫早市健康福祉センター
ウ　実施要領
・持ち時間は３５分程度（うちプレゼンテーションの時間２５分以内、質疑応答１０分を目安）とする。
・プレゼンテーションに出席できる者は３名以内とする。
・使用する機材等については、スクリーンとプロジェクターは本市が準備し、パソコン及びその他必要な機材等は原則事業者が準備すること。
・インターネット環境が必要な場合は、提案業者にて環境を準備すること。
（５）優先交渉権者の選定
選定委員会において、評価の合計点が最も高い参加者を優先交渉権者として選定する。評価の合計点が最も高い者が複数となった場合は、提案見積書における費用の見積額が低い方を上位とする。
（６）次点交渉権者の選定
優先交渉権者の企画提案参加資格が取り消された場合は、次に合計点が高い事業者を繰り上げるものとする。
　（７）最低基準点
　　　　各選定委員の評価点の平均値（小数点以下、四捨五入）が、３６０点以上でなければ選外とする。
（８）その他
参加者が１者のみの場合においても、審査を実施するものとする。

９　　審査結果の通知等
本プロポーザルの審査結果は、全ての企画提案参加者に書面により通知するとともに、本市公式ホームページ上で公表する。

１０　契約の締結
（１）優先交渉権者と本市とで、業務内容、契約金額、契約条件等について協議及び調整
が整ったときに、予算の範囲内で契約を締結するものとする。
（２）優先交渉権者と協議及び調整が整わなかったときは、次点交渉権者と契約に向けた協議及び調整を行い、予算の範囲内で契約を締結するものとする。


１１　企画提案参加資格の取消し
次のいずれかの事由に該当した場合は、企画提案参加資格を取り消し、提出された企画提案書等は無効とする。
（１）参加申込以降に、本要領による参加資格を満たさないこととなった場合
（２）提出書類に記載すべき事項が記載されていない、又は記載内容が虚偽であった場合
（３）本要領に定める以外の方法で、本プロポーザル期間中に選定委員会委員又は関係職員に本案件に関する援助を求める等の接触を行った場合
（４）上記各号に該当するほか、本プロポーザルの中で著しく審議に反するものと選定委員会が認めた場合
１２　その他事項
（１）提出書類については、選定後においても返却しないものとする。
（２）提出書類の提出期限後の変更、再提出は認めない。
（３）提出書類作成等、参加に際して要した費用は、参加者の負担とする。
（４）提出された参加申込書等及び企画提案書等は、選定以外の目的で提出者に無断で使用しない。また、公開請求があった場合でも非公開とする。
（５）参加申込以降に辞退する場合は、書面により辞退届（任意様式）を提出すること。この場合において、辞退届には、社名及び代表者名を記載し、代表者印を押印すること。
（６）辞退により、今後、不利益な取扱いを受けることはない。
（７）参加者が、審査及び選定結果についての説明を求める場合は審査結果を発送した日の翌日から起算して５日以内に書面を提出すること。ただし、異議申し立ては認めない。
（８）優先交渉権者は、企画提案書の内容を適切に反映した特記仕様書を作成し、本市と打ち合わせ協議し、必要に応じ内容の追加、変更又は削除等を行い、業務内容を決定する。
（９）本要領に定めのない事項又は疑義が生じた場合は協議により定める。

１３　本要領の効力
　　　本要領は、公告の日から適用し、本業務の契約締結をもってその効力を失うものとする。
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